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１【提出理由】 

当社は、2017年12月18日に開催の取締役会において、当社の保有する完成車事業を、当社の子会社として新たに設立す

る八千代工業四日市製作所株式会社（以下、新会社）に吸収分割の方法により承継（以下、本吸収分割）させたうえで、

当該新会社の全株式を本田技研工業株式会社（以下、Honda）に譲渡すること（以下、本件取引）を決議しましたので、

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づき、臨時報告

書を提出いたします。 

 

２【報告内容】 

(1) 本吸収分割の相手会社についての事項（2017年12月18日現在） 

① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額および事業の内容 
商号 八千代工業四日市製作所株式会社

本店の所在地 三重県四日市市上海老町東大沢1633-２

代表者の氏名 代表取締役社長 尾関健一

資本金の額 ９百万円 
純資産の額 ９百万円 
総資産の額 ９百万円 
事業の内容 自動車および自動車部品の製造および販売

  

② 最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益および純利益 

2017年12月に設立し、最終事業年度が存在しないため、該当事項はありません。 

  

③ 大株主の氏名または名称および発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 
大株主の名称 八千代工業株式会社

発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 100％

  

④ 提出会社との間の資本関係、人的関係および取引関係 
資本関係 当社100%出資の子会社として設立します。

人的関係 当社より取締役を派遣します。

取引関係 事業を開始していないため、取引関係はありません。

  

(2) 本吸収分割の目的 

当社は、2020年Vision「卓越した技術と特長ある製品で真のワールドワイドプレイヤーになる」を設定し、

2017年４月からの３カ年を「収穫と進化の期」と位置付け事業を推進しております。これまで、主力製品である

樹脂製燃料タンク、サンルーフに経営資源を集中的に投下し、厳しい環境規制に対応する燃料タンクや、大開口

で爽快感あふれるパノラマサンルーフなどを開発し上市するとともに、新規顧客への販路拡大を進め、グローバ

ルでの事業拡大を図っております。また、樹脂製燃料タンクで培った技術を応用した高圧タンクの開発や、樹脂

技術を進化させたCFRP部品の研究開発などを進めております。 

一方、Hondaは、存在を期待される企業であり続けるために、「すべての人に、“生活の可能性が拡がる喜

び”を提供する」という2030年ビジョンを掲げ、質の追求による成長を推し進めています。提供価値である商

品・サービスを徹底して追求していくために、全てのオペレーションで業務を深化させ、モノづくりを強化して

いく方針です。その一環として、軽自動車に関する事業の強化に向け、当社の四日市製作所をHondaの事業戦略

と迅速かつ柔軟に連携させ、技術力や技能等を有効活用し、Hondaグループの軽自動車事業の進化と自動車の電

動化等に伴う新技術／新機構に対応していく考えです。 

このような状況のもと、Hondaから当社に対し、完成車事業の取得に関する提案がありました。 

当社は、完成車生産が減少する中、完成車事業で培った従業員の技術・技能・経験がHondaグループ内で有効

に活用される提案であり、また、部品事業への経営資源の集中をさらに進めることが成長と企業価値向上につな

がると判断し、完成車事業をHondaに譲渡することといたしました。 

  

(3) 本吸収分割の方法、吸収分割に係る割当の内容、その他の吸収分割契約の内容 

① 吸収分割の方法 
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当社を分割会社とし、新会社を承継会社とする吸収分割です。 

  

② 吸収分割に係る割当の内容 

本分割に際し一切の対価の交付はありません。 

  

③ その他の吸収分割契約の内容 

(ア)  分割に関する日程 
新会社設立に係る取締役会決議 2017年12月18日

新会社設立 2017年12月18日

吸収分割契約承認取締役会決議 2017年12月18日

吸収分割契約締結 2018年１月９日予定

吸収分割効力発生 2018年３月１日予定

※本分割は、会社法第784条第２項の定めに基づく簡易吸収分割に該当するため、株主総会の承認決議を経

ずに行います。 

  

(イ)  分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

該当する事項はありません。 

  

(ウ)  分割により増減する資本金 

本分割による資本金の増減はありません。 

  

(エ)  承継会社が承継する権利義務 

新会社は、対象事業を遂行する上で必要とされる資産、負債、契約上の地位その他これに付随する権利義

務を承継します。 

  

(オ)  債務履行の見込み 

本分割後における当社および新会社の債務履行の見込みについては、問題ないものと判断しております。 

  

(カ)  分割する事業の概要 

① 事業の内容 

自動車および自動車部品の製造および販売 

  

② 経営成績（2017年３月期） 

売上高   36,573百万円 

※ 上記売上高については、日本基準で表示しております。また、内部取引消去後の額となります。 

  

③ 分割する資産、負債の項目および金額（2017年３月31日現在） 
資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 1,988百万円 流動負債 1,043百万円

固定資産 6,962百万円 固定負債 1,199百万円

合計 8,950百万円 合計 2,242百万円

※ 分割する資産および負債については、日本基準で表示しております。また、上記金額に本分割効力

発生日前日までの増減を加味した上で確定します。 

  

(キ)  分割後の状況 

本分割による分割会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期についての

変更はありません。 
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(4) 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠 

当社に割り当てられる株式その他対価の交付はありません。 

  

(5) 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額および事業の内容 
商号 八千代工業四日市製作所株式会社

本店の所在地 三重県四日市市上海老町東大沢1633-２

代表者の氏名 代表取締役社長 尾関健一

資本金の額 ９百万円 
純資産の額 ９百万円 
総資産の額 ９百万円 
事業の内容 自動車および自動車部品の製造および販売

 

 

 


